
                                    

―― 家計基準の算定例 ―― 
 

 

  世帯構成（５人世帯） 

   ・父（給与収入・農業収入） ・本人（高３） 

   ・母（給与収入）      ・妹（中２） 

   ・祖父（年金収入） 

 

 

 家計基準：本人の属する世帯の１年間の認定所得金額が「別表１」の基準金額以下である  

    ことが条件となる 

  世帯合計の審査所得金額  ー  世帯合計の特別控除額  ＝  認定所得金額  

  認定所得金額  ≦  基準金額  

 

 

１ 世帯の基準金額（別表１） 

  ５人世帯：３０７万円 （Ａ） 

 別表１（基準金額） 

世帯

人員 
基準金額 

世帯

人員 
基準金額 

世帯

人員 
基準金額 

１人 １４３万円 ４人 ２８６万円 ７人 ３４１万円 

２人 ２２９万円 ５人 ３０７万円 ８人

以上 

(世帯人員－７)×１６

万円＋３４１万円 ３人 ２６４万円 ６人 ３２５万円 

   

 

２ 審査所得金額  

   収入  －  必要経費または控除金額（別表２） ＝  審査所得金額   

① 父の給与収入  ４５０万円 － ３５８万円（別表２） ＝ ９２万円 

② 父の農業収入  ２２０万円 － １８０万円（必要経費） ＝ ４０万円 

③ 母のパート収入 １７０万円 － １７０万円（別表２） ＝ ０円 

④ 祖父の年金収入 １２０万円 － １２０万円（別表２） ＝ ０円 

 世帯合計の審査所得金額 ９２万円 ＋ ４０万円 ＝ １３２万円 (Ｂ) 

  別表２（給与収入の控除額） 

給与収入総額 控除金額 

３２９万円以下 総収入額と同額 

３２９万円を超え 

４００万円以下 
年間総収入金額 × ０.２ ＋ ２６３万円 

４００万円を超え 

８７８万円以下 
年間総収入金額 × ０.３ ＋ ２２３万円 

８７８万円超 ４８６万円 

※控除金額は、１万円未満四捨五入 



                                    

３ 特別控除額（別表３） 

① 本人（公立高校、自宅通学） ２８万円 

② 妹（中学校）        １６万円 

 世帯合計の特別控除額 ２８万円 ＋ １６万円 ＝ ４４万円 （Ｃ） 

  別表３（特別控除額） 

世帯の状況 特別控除額 

母子・父子世帯 ４９万円 

就学者のいる世帯 

（児童、生徒、学生

１人につき） 

小学校 ８万円 

中学校 １６万円 

 自宅通学区 自宅外通学 

高等学校 
国公立 ２８万円 ４７万円 

私立 ４１万円 ６０万円 

高等専門学校 
国公立 ３６万円 ５５万円 

私立 ６０万円 ８０万円 

大学（短大） 
国公立 ５９万円 １０２万円 

私立 １０１万円 １４４万円 

専
修
学
校 

高等課程 
国公立 １７万円 ２７万円 

私立 ３７万円 ４６万円 

専門課程 
国公立 ２２万円 ６２万円 

私立 ７２万円 １１２万円 

東北職業能力開発大学校 ５９万円 １０２万円 

障害者のいる世帯 １人につき８６万円 

主たる家計支持者が

別居している世帯 

別居のため、特別支出している金額。ただし、７１万円を限度とす

る。 

長期に療養を必要と

する者のいる世帯 

療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額 

火災・風水害又は盗

難等の被害を受けた

世帯 

前年から申し込み時までに被害を受け、今後２年以上の支出増・収

入減の年間額 

 

 

４ 認定所得金額  

 世帯合計の審査所得金額 (Ｂ) ー  世帯合計の特別控除額 (Ｃ) ＝  認定所得金額 (Ｄ) 

  １３２万円 － ４４万円 ＝ ８８万円 （Ｄ） 

 

５ 算定  

   認定所得金額 (Ｄ) ≦  基準金額 (Ａ) 

     ８８万円  ≦ ３０７万円  

 世帯の認定所得金額は、８８万円であり、５人世帯の基準金額（別表１）の３０７万円

以下となり、この世帯は、家計基準を満たしていることになります。 


